
防府市上下水道局建設工事等設計書の情報提供に関する要綱 

平成３０年２月２０日                        

（趣旨） 

第１条 この要綱は、防府市上下水道局（以下「上下水道局」という。）で入

札を執行し、本契約を締結した防府市上下水道局発注工事等請負業者選定事

務要綱第１条に定める建設工事等（以下「建設工事等」という。）に係る単

価及び金額等の記載された設計書（以下「設計書」という。）の情報提供に

関し必要な事項を定める。 

（情報提供の対象となる設計書）  

第２条 情報提供の対象となる設計書は、上下水道局で作成した次に掲げるも

の（これらに類するものを含む。）で、防府市情報公開条例（平成１０年防

府市条例第２８号。以下「条例」という。）第６条に規定する非公開情報が

含まれない（全部公開となる）ものとする。 

(１) 表紙 

(２) 工事費内訳書及び業務委託費内訳書 

(３) 明細表 

(４) 代価表 

(５) 施工パッケージ単価表 

(６) 運転費 

（情報提供の申込み） 

第３条 前条に規定する設計書の情報提供を受けようとする者（以下「申込者」

という。）は、防府市上下水道局建設工事等設計書情報提供申込書（第１号

様式。以下「申込書」という。）を建設工事等の施工主管課（以下「主管課」

という。）へ提出するものとする。 

２ 前項による提出は、窓口への持参、郵送又はＦＡＸのいずれかで行うもの

とする。 

３ 第１項の提出先が、複数にわたる場合は、いずれかの主管課にまとめて提

出することができるものとする。 

（情報提供の方法） 

第４条 設計書の情報は、ＰＤＦ形式による電子データ（以下「データ」とい



う。）で提供するものとする。 

２ 前項の提供は、申込書に記載されたメールアドレスへデータを送信する方

法で行うものとする。 

３ データの送信に当たっては、設計書情報の保護を図るため、相応の手段を

講じるものとする。 

（情報提供の実施） 

第５条 第３条の申込みがあったときは、情報提供の可否について、主管課の

課長の決裁を受けるものとする。 

２ 前項により情報提供ができる設計書については、前条により当該設計書の

情報を申込者に提供するものとする。 

３ 第２条及び第１項により情報提供ができない設計書については、申込者に

対しその旨を通知するとともに、情報公開制度を利用することができる旨を

併せて通知するものとする。 

（情報提供の期限） 

第６条 この要綱で情報提供できる設計書の情報の提供期限は、当該設計書に

よる建設工事等の本契約の締結日から２年を経過した日の属する年度末まで

とする。 

（費用負担） 

第７条 この要綱による設計書の情報提供に係る手数料は、無料とする。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、防府市上下水道事業管

理者が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年３月１日から施行する。


